
 京都市西京極総合運動公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年７月８日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市西京極総合運動公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市西京極総合運動公園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第９条第３号中「場合」の右に「（利用日の属する月の前月の初日前に第３条第１項の規

定による申請をした場合を除く。）」を加える。 

別表第２ １中 

 

「   

を 

「   

に、 

 ２００   ２１０  

 １００   １００  

 ７，５４０   ７，９１０  

 ２，５１０   ２，６３０  

 ７，１２０   ７，４７０  

 １日７，１２０円

（１時間以内にあ

っては２，６１０

円、２時間以内にあ

っては５，２３０

円） 

  １日７，４７０円

（１時間以内にあ

っては２，７４０

円、２時間以内にあ

っては５，４９０

円） 

 

 ７，１２０   ７，４７０  

  」   」 

「       

 

会 議 室 

Ａ  
１日３，５６０円

（１時間以内にあ

っては１，５７０

円、２時間以内にあ

っては３，１４０円) 

  

 Ｂ    

 Ｃ    

 Ｄ １ 室 
  

            

２３



  
Ａ 

１日２，８２０円

（１時間以内にあ

っては１，０４０

円、２時間以内にあ

っては２，０９０

円） 

 を 

 
役 員 室 Ｂ 

   

 
 Ｃ 

   

     」  

「       

 
 Ａ  

１日２，９６０円

（１時間以内にあ

っては１，０９０

円、２時間以内にあ

っては２，１９０

円） 

  

 
役 員 室 Ｂ １ 室 

 
に、 

 
 Ｃ 

   

     」  

「   

を 

「   

に、 

 ７，１２０   ７，４７０  

 ２，８２０   ２，９６０  

 ７，１２０   ７，４７０  

 １，３６０   １，４２０  

 １００   １００  

 １２，７８０   １３，４１０  

 ６８，０９０   ７１，４９０  

 ５１，０７０   ５３，６２０  

 ３４，０４０   ３５，７４０  

 １７，０２０   １７，８７０  

 １１，４１０   １１，９８０  

 ２，５１０   ２，６３０  
            



 １，２５０   １，３１０  

  」   」 

「     

を 

 

陸 上 競 技 用 具 

一 式 

１日２８，６００円

（１時間以内にあ

っては１０，４７０

円、２時間以内にあ

っては２０，９５０

円） 

 

 
サ ッ カ ー 用 具 １日４，１９０円

（１時間以内にあ

っては１，５７０

円、２時間以内にあ

っては３，１４０

円） 

 

 ラグビーフットボール用具  

 アメリカンフットボール用具  

 ホ ッ ケ ー 用 具  

    」 

「      

 

陸 上 競 技 用 具 

一 式 

１日３０，０３０円

（１時間以内にあ

っては１０，９９０

円、２時間以内にあ

っては２１，９９０

円） 

 

に改  
サ ッ カ ー 用 具 

１日４，３９０円

（１時間以内にあ

っては１，６４０

円、２時間以内にあ

っては３，２９０

円） 

 

 
ラグビーフットボール用具 

 

 
アメリカンフットボール用具 

 

」



める。 

別表第２ ２中 

「   

を 

「   

に、 

 ２００   ２１０  

 １，８８０   １，９７０  

 ６２０   ６５０  

 １００   １００  

 ３，５６０   ３，７３０  

 １，３６０   １，４２０  

 １００   １００  

 ４，１９０   ４，３９０  

  」   」 

「     

を 

 サ ッ カ ー 用 具 

一 式 

１日４，１９０円（１

時間以内にあっては

１，５７０円、２時

間以内にあっては

３，１４０円） 

 

 ラグビーフットボール用具  

 アメリカンフットボール用具  

 ホ ッ ケ ー 用 具  

    」 

「      

 
サ ッ カ ー 用 具 

一 式 

１日４，３９０円（１

時間以内にあっては

１，６４０円、２時

間以内にあっては

３，２９０円） 

 

に 
 

ラグビーフットボール用具 
 

 
アメリカンフットボール用具 

 

    」  

改める。 

別表第２ ３中 
「   

を 
「   

に、 
 ２００   ２１０  

」 」 



「     

を 

 温 水 シ ャ ワ ー 室 

１室につき１日 

１，３６０  

 浴 室 ５，７６０  

 第 １ 会 議 室 ２，８２０  

 第 ２ 会 議 室 １，３６０  

 第 ３ 会 議 室 １，３６０  

 第 １ 役 員 室 １，３６０  

 第 ２ 役 員 室 １，３６０  

 役 員 控 室 ２，８２０  

 審 判 室 ２，８２０  

 審 判 控 室 ２，８２０  

    」 

「      

 審 判 シ ャ ワ ー 室  １，４２０   

 温 水 シ ャ ワ ー 室  ６，０４０   

 第 １ 役 員 室  １，４２０   

 第 ２ 役 員 室 １室につき１日 １，４２０  に、 

 役 員 控 室  ２，９６０   

 審 判 室  ２，９６０   

 審 判 控 室  ２，９６０   

    」  

「    「    

 １日７，１２０円

（１時間以内にあ

っては２，６１０

円、２時間以内にあ

っては５，２３０

円） 

   １日７，４７０円

（１時間以内にあ

っては２，７４０

円、２時間以内にあ

っては５，４９０

円） 

  

 ２，８２０    ２，９６０   

                



 １，３６０    １，４２０   

 １００  
を 

 １００  
に改める。 

 １日５，７６０円

（１時間以内にあ

っては２，０９０

円、２時間以内にあ

っては４，１９０

円） 

  １日６，０４０円

（１時間以内にあ

っては２，１９０

円、２時間以内にあ

っては４，３９０

円） 

 

  

  

  

  

  

 ６８，０９０    ７１，４９０   

 ５１，０７０    ５３，６２０   

 ３４，０４０    ３５，７４０   

 １７，０２０    １７，８７０   

 １１，４１０    １１，９８０   

  」    」  

 別表第２ ４備考以外の部分中 

「       

 

会 議 室 

午 前  
円 

２，３００ 

  

 午 後  ３，２４０   

 夜 間  ３，６６０   

 全 日 
１室につき１日 

９，２１０  
を 

 

応 接 室 

午 前 ６，７００  

 午 後  ９，４２０   

 夜 間  １０，４７０   

 全 日  ２６，６００   

     」  

「       

 
 午 前  

円 

６，７００ 

  

              



 
応 接 室 

午 後 
１室につき１日 

９，４２０  
に、 

 夜 間 １０，４７０  

  全 日  ２６，６００   

     」  

「   

を 

「   

に改める。 

 １，１５０   １，２００  

 １，１５０   １，１５０  

 １００   １００  

 ２００   ２１０  

  」   」 

 別表第２ ５区分の欄中「シンクロナイズドスイミング用具」を「アーティスティック

スイミング用具」に、「水泳用具」を「水球用具」に改める。 

 別表第３広告等を表示し、又は掲出する期間の項中「３，１３０」を「３，２８０」に、

「１０，５００」を「１１，０２０」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市西京極総合運動公園条例施行規則（以下「改正後の規

則」という。）の規定による付属設備の利用に係る料金及び広告等の表示又は掲出に係る

料金の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者にこ

れらの料金を収受させるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うこ

とができる。 

（適用区分） 

３  改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 


